
 

20．所得税の控除及び税率の推移(付住民税の控除及び税率) 

区   分 昭和 54 年 55 56 57 58 59 60 

基礎控除 290,000 円 同 左 同 左 同 左 同 左（300,000 円） 330,000 円 同 左 

配 
 

偶 
 

者 
 

控 
 

除 

 290,000 円 
年齢 70 歳以上の老人控除対象配
偶者 350,000 円 
 
控除対象配偶者 
合計所得金額が給与所得
等のみの場合 20 万円，その
他の所得のみの場合 10 万
円，両者がある場合は給与所
得等の金額の2分の1とその
他所得との合計額が 10 万円
以下である者 

同 左 同 左 
 
控除対象配偶者 
合計所得金額が給与所得

等のみの場合 29 万円，その
他の所得のみの場合 10 万
円，両者がある場合は給与所
得等の金額の29分の10とそ
の他所得との合計額が 10 万
円以下である者 

同 左 
年齢 70 歳以上の老人控除対象配
偶者 同 左 
同居している特別障害者である控
除対象配偶者 340,000 円 
控除対象配偶者 

同左 

同左（300,000 円） 
同左（360,000 円） 
 
同左（350,000 円） 
控除対象配偶者 

同 左 

 330,000 円 
年齢 70 歳以上の老人控除対象配
偶者 390,000 円 
同居している特別障害者である控
除対象配偶者 400,000 円 
控除対象配偶者 
 合計所得金額が給与所得
等のみの場合 33 万円，その
他の所得のみの場合 10 万
円，両者がある場合は給与所
得等の金額の3.3分の1とそ
の他所得との合計額が 10 万
円以下である者 

同 左 

扶 
 

養 
 

控 
 

除 

 290,000 円 
年齢 70 歳以上の老人扶養親族 
 350,000 円 
ただし，老人扶養親族のうち，同
居している老親 400,000 円 
 
扶養親族 
控除対象配偶者の場合と
同様 

同 左 同 左 同 左 
年齢70 歳以上の老人扶養親族 
 同 左 
ただし，老人扶養親族のうち，同
居している老親 同 左 
同居している特別障害者である扶
養親族 340,000 円 
扶養親族 

同 左 

同 左（300,000 円） 
同 左（360,000 円） 
 
同 左（410,000 円） 
 
同 左（350,000 円） 
扶養親族 

同 左 

 330,000 円 
年齢 70 歳以上の老人扶養親族 
 390,000 円 
ただし，老人扶養親族のうち，同
居している老親 460,000 円 
同居している特別障害者である扶
養親族 400,000 円 
扶養親族 

同 左 

同 左 

給 

与 

所 

得 

控 

除 

150 万円までの金額 40％ 
300 万円までの金額 30％ 
600 万円までの金額 20％ 
600 万円を超える金額 10％ 
最低控除額 500,000 円 

150 万円までの金額 40％ 
300 万円までの金額 30％ 
600 万円までの金額 20％ 

1,000 万円までの金額 10％ 
1,000 万円を超える金額 5％ 
最低控除額 500,000 円 
 
 
 

同 左 同 左 同 左 165 万円までの金額 40％ 
330 万円までの金額 30％ 
600 万円までの金額 20％ 

1,000 万円までの金額 10％ 
1,000 万円を超える金額 5％ 
最低控除額 570,000 円 

同 左 

報
酬
制
度 

事 

業 

主 

青色事業所得者が「みなし法人課
税」を選択して事業主報酬を支払
つた場合には，当該事業主報酬に
は上記の給与所得控除を適用す
る。 

同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 

所 
 
 
 
 
 
 
 
 

得 
 
 
 
 
 
 
 
 

控 
 
 
 
 
 
 
 
 

除 

専
従
者
控
除
（
青
色
申
告
控
除
） 

青色事業専従者給与 
 青色事業専従者給与額のう
ち，労務の提供の程度等からみ
て労務の対価として相当であ
ると認める金額 

白色事業専従者控除 
 400,000 円 

最高限度 
事業所得等の金額 
1＋事業専従者の数 

青色申告控除 
 100,000 円 
（注）青色事業所得者で「みなし
法人課税を選択」しない者につ
いて適用する。 

青色事業専従者給与 
同 左 

 
 
 
白色事業専従者控除 
 同 左 
 
（同 左） 
 
青色申告控除 
 同 左 
（注） 
  同 左 

青色事業専従者給与 
同 左 

 
 
 
白色事業専従者控除 
 同 左 
 
（同 左） 
 
青色申告控除 
 同 左 
（注） 
  同 左 

青色事業専従者給与 
同 左 

 
 
 
白色事業専従者控除 
 同 左 
 
（同 左） 
 
青色申告控除 
 同 左 
（注） 
  同 左 

青色事業専従者給与 
同 左 

 
 
 
白色事業専従者控除 
 同 左 
 
（同 左） 
 
青色申告控除 
 同 左 
（注） 
  同 左 

青色事業専従者給与 
同 左 

 
 
 
白色事業専従者控除 
 450,000 円 
 
（同 左） 
 
青色申告控除 
 同 左 
（注） 
  同 左 

青色事業専従者給与 
同 左 

 
 
 
白色事業専従者控除 
 同 左 
 
（同 左） 
 
青色申告控除 
 同 左 
（注） 
  同 左 



 

区   分 昭和 54 年 55 56 57 58 59 60 

障
害
者
，
老
年
者
，
寡
婦
，
寡
夫
及
び
勤
労
学
生
控
除
（
続
） 

控除額 230,000 円 
 障害者のうち，特別障害者に該
当する場合は， 
 310,000 円 
（1）障害者控除 
 

（2）老年者控除 
 その年12月31日において65
歳以上で年所得1,000万円以下
の者 

（3）寡婦控除 
扶養親族又は基礎控除額以
下の所得しかない子を有する
寡婦か，扶養親族等を有しない
未亡人で年所得300万円以下の
者（老年者に該当する者を除
く。） 

 
 
 
 
 
（4）勤労学生控除 
 学生，生徒等のうち，その年
の合計所得金額が 52 万円以下
で，かつ，自己の勤労所得以外
の所得が10 万円以下の者 

控除額 同 左 
 障害者のうち，特別障害者に該
当する場合は， 
 同 左 
（1）障害者控除 
 
（2）老年者控除 

同 左 
 
 
（3）寡婦控除 

同 左 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（4）勤労学生控除 

同 左 
 

控除額 同 左 
 障害者のうち，特別障害者に該
当する場合は， 
 同 左 
（1）障害者控除 
 
（2）老年者控除 
同 左 

 
 
（3）寡婦（寡夫）控除 
 寡婦…扶養親族又は基礎控
除額以下の所得しかない子
を有する寡婦か，扶養親族等
を有しない未亡人で年所得
300 万円以下の者（老年者に
該当する者を除く。） 

 寡夫…基礎控除額以下の所
得しかない子を有する寡夫
で年所得 300 万円以下の者
（老年者に該当する者を除
く。） 

（4）勤労学生控除 
同 左 
 

控除額 同 左 
 障害者のうち，特別障害者に該
当する場合は， 
 同 左 
（1）障害者控除 
 
（2）老年者控除 
同 左 

 
 
（3）寡婦（寡夫）控除 
同 左 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（4）勤労学生控除 
同 左 
 

控除額 同 左 
障害者のうち，特別障害者に該当
する場合は， 
 同 左 
（1）障害者控除 
 
（2）老年者控除 

同 左 
 
 
（3）寡婦（寡夫）控除 

同 左 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（4）勤労学生控除 

同 左 

控除額 250,000 円 
 障害者のうち，特別障害者に該
当する場合は， 
 330,000 円 
（1）障害者控除 
 
（2）老年者控除 

同 左 
 
 
（3）寡婦（寡夫）控除 

同 左 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（4）勤労学生控除 
 学生，生徒等のうち，その年
の合計所得金額が 58 万円以下
で，かつ，自己の勤労所得以外
の所得が10 万円以下の者 

控除額 同 左 
 障害者のうち，特別障害者に該
当する場合は， 
 同 左 
（1）障害者控除 
 
（2）老年者控除 

同 左 
 
 
（3）寡婦（寡夫）控除 

同 左 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（4）勤労学生控除 
同 左 

（1）雑損控除 
 住宅，家財等の家庭用財産に
ついての災害等による損失額
のうち，所得金額の10％を超え
る金額 

 
 
 
 
 
（2）医療費控除 
 医療費のうち，所得金額の
5％相当額と 5 万円とのいずれ
か低い金額を超える部分の金
額（最高200 万円） 

 

（1）雑損控除 
同 左 

 
 
 
 
 
 
 
（2）医療費控除 

同 左 
 

（1）雑損控除 
 住宅，家財等の家庭用財産に
ついての災害等による損失額
のうち，所得金額の10％を超え
る金額。ただし，災害に直接関
連して支出された費用につい
ての控除額は，所得金額の10％
相当額又は5万円とのいずれか
低い金額を超える金額 

（2）医療費控除 
同 左 

（1）雑損控除 
同 左 

 
 
 
 
 
 
 
（2）医療費控除 
同 左 

（1）雑損控除 
同 左 

 
 
 
 
 
 
 
（2）医療費控除 

同 左 

（1）雑損控除 
同 左 

 
 
 
 
 
 
 
（2）医療費控除 

同 左 

（1）雑損控除 
同 左 

 
 
 
 
 
 
 
（2）医療費控除 

同 左 

所 
 
 
 
 
 
 
 

得 
 
 
 
 
 
 
 

控 
 
 
 
 
 
 
 

除 
 
 
 
 
 

（
続
） 

そ 
 
 

の 
 
 

他 
 
 

の 
 
 

所 
 
 

得 
 
 

控 
 
 

除 

（3）生命保険料控除 
 25,000 円まで全額，25,000
円を超え 50,000 円まで 2 分の
1,50,000 円を超え 100,000 円
まで 4 分の 1（最高 50,000 円） 

（3）生命保険料控除 
同 左 

（3）生命保険料控除 
同 左 

（3）生命保険料控除 
同 左 

（3）生命保険料控除 
同 左 

（3）生命保険料控除 
 一般の生命保険料 
 支払保険料のうち，25,000
円まで全額，25,000 円を超え
50,000 円 ま で 2 分 の
1,50,000 円を超え 100,000
円まで 4 分の 1（最高 50,000
円） 
 個人年金保険料 
 支払年金保険料等（年
5,000 円を限度）を控除 
 なお，5,000 円を超える部
分は の支払保険料に含め
て控除する。 

（3）生命保険料控除 
同 左 



 

区   分 昭和 54 年 55 56 57 58 59 60 

（4）損害保険料控除 
 家屋又は家財について支払
つた損害保険料等 
 長期契約のみの場合 
 10,000 円まで全額，10,000
円を超え 20,000 円まで 2 分
の1 
 短期契約のみの場合 
 2,000 円まで全額，2,000
円を超え4,000 円まで2分の
1 
 長期契約と短期契約とがあ
る場合 
  3,000 円～15,000 円 

（4）損害保険料控除 
同 左 

（4）損害保険料控除 
同 左 

（4）損害保険料控除 
同 左 

（4）損害保険料控除 
同 左 

（4）損害保険料控除 
同 左 

（4）損害保険料控除 
同 左 

（5）社会保険料控除 
支払額の全額 

（5）社会保険料控除 
同 左 

（5）社会保険料控除 
同 左 

（5）社会保険料控除 
同 左 

（5）社会保険料控除 
同 左 

（5）社会保険料控除 
同 左 

（5）社会保険料控除 
同 左 

（6）小規模企業共済等掛金控除 
小規模企業共済掛金（第 1 種
共済契約に係る掛金）及び心身
障害者扶養共済制度の掛金の
支払額の全額 

（6）小規模企業共済等掛金控除 
同 左 

（6）小規模企業共済等掛金控除 
同 左 

（6）小規模企業共済等掛金控除 
同 左 

（6）小規模企業共済等掛金控除 
同 左 

（6）小規模企業共済等掛金控除 
同 左 

（6）小規模企業共済等掛金控除 
同 左 

所 
 
 
 
 

得 
 
 
 
 

控 
 
 
 
 

除 
 
 
 
 

（
続
） 

そ 
 

の 
 

他 
 

の 
 

控 
 

除 
 

（
続
） 

（7）寄付金控除 
 
 社会福祉への貢献，教育の振
興等のためにした寄付金 
 政党その他一定の政治団体
又は特定の公職の候補者に
対する寄付金 
については，付金の額（所得金
額の 25％を限度）のうち，1 万
円を超える部分の金額を所得
控除する。 

（7）寄付金控除 
同 左 

（7）寄付金控除 
同 左 

（7）寄付金控除 
同 左 

（7）寄付金控除 
同 左 

（7）寄付金控除 
同 左 

（7）寄付金控除 
同 左 

税 
 
 

額 
 
 

控 
 
 

除 

配 
 
 

当 
 
 

控 
 
 

除 

 配当所得を上積とし，配当所得
以外の所得と合わせ課税総所得
金額が 1,000 万円に達するまで
の配当所得の金額について
10％，1,000 万円を超える部分
の金額について5％ 
 
 証券投資信託の収益の分配につ
いては 5％（課税総所得金額が
1,000 万円を超えるときは，そ
の 超 え る 部 分 に つ い て は
2.5％） 
 
 ただし，証券投資信託の収益
の分配及び株式配当等につき源
泉分離課税を選択した配当所
得，少額配当の確定申告不要制
度により申告しなかつた配当所
得は配当控除の対象とならな
い。 
 
 
 

同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 



 

区   分 昭和 54 年 55 56 57 58 59 60 

外 

国 

所 

得 

税 

額 

控 

除 

 外国の所得税を課せられた年分
の所得税額のうち外国源泉の所得
全体（選択により欠損国の欠損は
通算の対象としないことができ
る。）に対応する金額を限度とし
て税額控除する。一定額の範囲内
で，過去 5 年以内の控除枠の余裕
は当年の控除枠に加え，また過去
5 年以内の控除未済額は当年で控
除することを認める。 

同 左 同 左 同 左  外国の所得税を課せられた年分
の所得税額のうち外国源泉の所得
全体に対応する金額を限度として
税額控除する。一定額の範囲内で，
過去 5 年以内の控除枠の余裕は当
年の控除枠に加え，また過去 5 年
以内の控除未済額は当年で控除す
ることを認める。 

同 左 同 左 

住 
 

宅 
 

貯 
 

蓄 
 

控 
 

除 

 昭和 55.12.31 までの間締結し
た住宅貯蓄契約に基づき貯蓄した
場合には、その年中の積立額につ
いて，次により税額控除する。 
財形住宅貯蓄 

長 期 積立額の10％ 
 （最高5万円）
その他 〃  8％ 
 （〃 4 万円）

一般住宅 〃 6％ 
貯蓄 （〃 3 万円）

（特例期限の延長，制度の見直し） 
 昭和 57.12.31 までの間に締結
した財形住宅貯蓄契約に基づき貯
蓄した場合には，年所得 800 万円
以下の年及び住宅取得控除の適用
を受けない年に限り，その年中の
積立額について，次により税額控
除する。 

長 期 積立額の10％ 
 （最高5万円） 
その他 〃  8％ 
 （ 〃4 万円） 

（注） 昭和55.12.31 までに締結
した一般住宅貯蓄契約に基づく
貯蓄積立額については，昭和 56
年以降も 6％（最高 3 万円）と
する。 

 
同 左 

（廃 止） 
 昭和 58 年分以後廃止 
 なお，昭和 57.3.31 までの間に
締結した財形住宅貯蓄契約に基づ
き貯蓄した場合には，昭和57 年分
までは控除を認める。 

－ － － 
税 

 
 
 
 
 
 

額 
 
 
 
 
 
 

控 
 
 
 
 
 
 

除 
 
 
 
 
 

（
続
） 

住 

宅 

取 

得 

控 

除 

（特例期限の延長，制度の拡充） 
① 昭和54.12.31 までの間に，住
宅（床面積 165 ㎡以下のもの）
の新築に着工し，又は取得して
6 ヵ月以内に居住の用に供した
場合には，住宅の床面積 3.3 ㎡
当り 1,000 円（最高 3 万円）を
3 年間にわたって税額控除す
る。 
② ただし，昭和 53.1.1 以後に，
民間の金融機関等から償還期間
10 年以上の融資等を受けて取
得した者については，上記①の
控除額（最高 3 万円）に，当該
融資等に係る年償還金額のうち
30 万円を超える部分の 5％相当
額（最高 3 万円）を加算した金
額とする。 

（特例期限の延長，制度の見直し） 
① 昭和57.12.31 までの間に，新
築住宅（床面積 40 ㎡以上 165 ㎡以
下のもの）の建築工事に着手し，
又は新築住宅若しくは一定の既存
住宅を取得して 6 ヵ月以内に居住
の用に供した場合には，その年以
降3年間の各年(年所得800万円以
下の年に限る。)について 17,000
円を税額控除する。 
（注）昭和 55.12.31 までは同左
（昭和54 年①） 
② 同左（昭和54 年②） 

同 左 （特例期限の延長，制度の拡充） 
昭和 59.12.31 まで左の①，②の
内容のとおり適用期限を延長す
る。 
(注)民間金融機関等から償還期間
10 年以上の融資等を受けて取
得した者（58.1.1 以後に居住の
用に供した場合に限る。）につ
いては，定額控除（17,000 円）
に，当該融資等に係る年償還金
額のうち 30 万円を超える部分
の 7％相当額（最高 5 万円）を
加算した金額とする。 
 

（制度の見直し） 
① 昭和 59.12.31 までの間におい
て，民間金融機関等から償還期
間 10 年以上の融資等を受けて
一定の新築住宅又は既存住宅を
取得し，6 ヵ月以内に居住の用
に供した場合（昭和58.4.1 以後
居住の用に供した場合に限る。）
には，当該融資等に係る年償還
金額のうち 30 万円を超える部
分の 18％相当額（最高15 万円）
を税額控除する。 
（注）定額控除（17,000 円）は，

昭和 58.4.1 以後居住分から
廃止された。 

（特例期限の延長） 
 昭和 61.12.31 まで左の内容の
とおり適用期限を延長する。 

同 左 

そ 

の 

他 

の 

控 

除 

特 
 

別 
 

控 
 

除 

（1）退職所得 
 勤続年数 1 年につき，勤続年
数20 年まで25 万円，20 年超 50
万円を乗じた金額（最低限度額
50 万円，障害者になつたことに
より退職する場合はさらに 100
万円加算）を収入金額から控除
し，その控除後の金額の 2 分の
1 相当額を課税所得とし，分離
課税 
 
 

（1）退職所得 
同 左 

（1）退職所得 
同 左 

（1）退職所得 
同 左 

（1）退職所得 
同 左 

（1）退職所得 
同 左 

（1）退職所得 
同 左 



 

区   分 昭和 54 年 55 56 57 58 59 60 

（2）山林所得 
 収入金額から植林費等の必要
経費を控除した残額から 50 万
円を控除し，五分五乗により分
離課税 
 
 

（2）山林所得 
同 左 

（2）山林所得 
同 左 

（2）山林所得 
同 左 

（2）山林所得 
同 左 

（2）山林所得 
同 左 

（2）山林所得 
同 左 

（3）譲渡所得 
① 総合課税 
 譲渡益から 50 万円を控除
し，その残額のうち，長期譲
渡所得に係る部分の金額の 2
分の1に相当する金額と短期
譲渡所得に係る部分の金額
との合計額を総所得金額に
算入する。 
② ただし，土地・建物等に係
る譲渡のうち一定のものに
ついては，譲渡益から特別控
除額（3,000 万円乃至 100 万
円）を控除して課税する。
（参考 土地譲渡益課税制 
度の沿革参照） 
 
 

（3）譲渡所得 
同 左 

（3）譲渡所得 
同 左 

（3）譲渡所得 
同 左 

（3）譲渡所得 
同 左 

（3）譲渡所得 
同 左 

（3）譲渡所得 
同 左 

そ 
 
 

の 
 
 

他 
 
 

の 
 
 

控 
 
 

除 
 
 

（
続
） 

特 
 
 
 
 
 

別 
 
 
 
 
 

控 
 
 
 
 
 

除 
 
 
 
 

（
続
） 

（4）一時所得 
 収入金額からその収入を得る
ために支出した金額を控除した
金額から50 万円を控除し，その
残額の 2 分の 1 に相当する金額
を総所得金額に算入する。 
 
 

（4）一時所得 
同 左 

（4）一時所得 
同 左 

（4）一時所得 
同 左 

（4）一時所得 
同 左 

（4）一時所得 
同 左 

（4）一時所得 
同 左 

税 
 
 
 
 

率 
 
 
 
 
 

一 
 

般 
 

の 
 

税 
 

率 

   60 万円以下の金額 10％ 
   60 万円を超える金額 12％ 
  120   〃 14％ 
  180   〃 16％ 
  240   〃 18％ 
  300   〃 21％ 
  400   〃 24％ 
  500   〃 27％ 
  600   〃 30％ 
  700   〃 34％ 
  800   〃 38％ 
1,000   〃 42％ 
1,200   〃 46％ 
1,500   〃 50％ 
2,000   〃 55％ 
3,000   〃 60％ 
4,000   〃 65％ 
6,000   〃 70％ 
8,000   〃 75％ 
 
 
 
 
 

同 左 同 左 同 左 同 左    50 万円以下の金額 10.5％ 
   60 万円を超える金額 12％ 
  120   〃 14％ 
  200   〃 17％ 
  300   〃 21％ 
  400   〃 25％ 
  600   〃 30％ 
  800   〃 35％ 
1,000   〃 40％ 
1,200   〃 45％ 
1,500   〃 50％ 
2,000   〃 55％ 
3,000   〃 60％ 
5,000   〃 65％ 
8,000   〃 70％ 

同 左 



 

区   分 昭和 54 年 55 56 57 58 59 60 

税
率
（
続
） 

課
税
の
税
率 

み
な
し
法
人 

事業主報酬控除後の「みなし法
人所得」に対して23.9％（みなし
法人所得のうち 700 万円を超える
部分については，34.1％） 
 
 
 

同 左 事業主報酬控除後の「みなし法
人所得」に対して25.6％（みなし
法人所得のうち 800 万円を超える
部分については，36.7％） 

同 左 同 左 事業主報酬控除後の「みなし
法人所得」に対して 27.3％（みな
し法人所得のうち 800 万円を超え
る部分については，37.5％） 

同 左 

（備考）昭和58 年の基礎控除，配偶者控除及び扶養控除の欄の（  ）書（37 頁）は，｢昭和58 年分の所得税の臨時特例等に関する法律｣適用後の控除額である。 


